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0920010

昔ながら
の手作り
納豆の製
造・販売
可能化

食品衛生法第５
０条第２項

施設の内外の衛生保持
等公衆衛生上講ずべき
措置（管理運営基準）に
ついて、都道府県が条例
で定めることができるとし
ている。茨城県では納豆
の包装材料の加熱要件
について、茨城県食品衛
生法施行条例第２条で規
定している。

C Ⅰ

　食品衛生法の施行については、十分な食
品衛生監視員の確保、食品衛生検査施設
の設置等により食品衛生行政に係る業務が
適切に実行できる体制を確保している都道
府県等が行うことが適当である。管理運営
基準に係る条例の制定についても、都道府
県等が行う事務としており、食品衛生行政に
係る業務を行う体制が確保されていない市
町村の事務とすることは、食品衛生法の施
行業務の在り方を見直すこととなり、慎重な
議論を要することとなる。
　ご要望にある納豆の包装材料の加熱要件
については、茨城県が茨城県食品衛生法施
行条例第２条で規定しており、その緩和の
検討については、茨城県が行うことが適当
である。

貴省回答によれば、「食品
衛生行政に係る業務を行
う体制が確保されていない
市町村の事務とすること
は、食品衛生法の施行業
務のあり方を見直すことと
なる」とあるが、提案主体
のいう「長年の積み重ねに
よる経験知により安全性が
確認されている技術」につ
いても都道府県が一律に
基準を決める必要がある
のはなぜか明らかにされた
い。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

本提案の趣旨は、管理運営基準の「策定」をより現場に近い
市町村が行なうことができるものとする趣旨であり、たとえ基
準の「策定」を現場たる市町村が行なったとしても、食品衛生
法に基づく食品衛生監視員によるチェック等の規制の「実施
事務」は従来どおり都道府県等が行なうこととしており、本提
案が実現した場合にも十分な衛生保持は確保される。なお、
平成９年の行政改革会議最終報告でも、「政策の企画立案
機能と実施機能の分離」が謳われており、基準の企画立案と
実施機能が市町村と都道府県等とで同一でなければならな
いとの主張は、合理性がないもの考える。地域再生基本方針
（平成１７年４月２２日閣議決定）においては、「地域再生のた
めに政府が実施すべき施策に関する基本的な方針」として
「地方公共団体による地方自治法（昭和２２年法律第６７号）
に基づく事務処理特例制度の積極的な活用のみならず、各
種分野の権限事情を推進し、また、地域の発案に基づく先進
的な事業につじて、社会実験を積極的に展開する」とされて
おり、厚生労働省におかれても本閣議決定を踏まえた真摯な
対応をお願いしたい。

C Ⅰ

　管理運営基準の策定等の食品衛生法に基づく行政事務
は、食品衛生行政が国民の権利自由を制限する衛生規制
行政であることから、最新の科学的知見に基づき実施すべ
きものであるため、食品衛生法の施行を行うために要求さ
れる人材、組織、検査等の技術的能力を有する都道府県
等が実施することが適当である。したがって、今回提案され
ている納豆製造に係る技術についても、「長年の積み重ね
による経験知により安全性が確認されている技術」として食
品衛生上問題がないか、茨城県が最新の科学的知見に基
づき検討を行うべきものである。

貴省回答によれば、「管理
運営基準の策定等の食品
衛生法に基づく行政事務
は、食品衛生法の施行を行
うために要求される人材、組
織、検査等の技術的能力を
有する都道府県等が実施す
ることが適当」とあるが、人
材、組織、検査等の技術的
能力を有する市町村であれ
ば、地方自治法252条の17
の２第１項に規定する「条例
による事務処理の特例」に
より提案の趣旨が実現でき
ないか、再度検討し回答さ
れたい。

C Ⅰ

地方自治法第２５２条の１７の２第１項において
は、「都道府県は、「都道府県知事の権限」に属
する事務の一部を、条例の定めるところにより、
市町村が処理することがができる。」とされてい
るが、管理運営基準の策定については、食品衛
生法第５０条２項において「都道府県の権限」と
されていることから、「条例による事務処理の特
例」による提案の趣旨の実現は不可能である（な
お、本件については、総務省に確認済みであ
る。）。

1085 10851010

食品衛生法第５１条及び
食品衛生法施行令第３５
条第３０号に基づき、都道
府県は、飲食店営業その
他公衆衛生に与える影響
が著しい営業として納豆
製造業について、公衆衛
生の見地から必要な基準
を定めているが、長年の
技術的蓄積により安全性
が確認されているものに
ついては地域の特性や実
情に応じて市町村が必要
な基準を定めることができ
るものとする。

門前
生き
活き
市場

岩瀬羽黒
の昔なが
らの生き
活き納豆
特区

0920020

市町村長
に対する
火葬場経
営の許可
権限の付
与

墓地、埋葬等に
関する法律第
10条

火葬場を経営しようとす
る者は、都道府県知事の
許可を受けなければなら
ない。

C Ⅰ

地方自治法の規定により、都道府県は都道
府県知事の権限に属する事務の一部を、条
例により、市町村が処理することとすること
ができるとされている（地方自治法252条の
17の２第１項）。この規定に基づき、神奈川
県が、墓埋法10条の許可に関する権限に属
する事務を逗子市において処理することと
する旨の条例を制定することで、提案内容
の実現が可能であり、神奈川県においても、
墓埋法10条の許可に関する権限に属する
事務を市町村に移譲することについての具
体的検討が進められているものと承知して
おり、これを見守ることとしたい。

1066 10661010

墓地、埋葬等に関する法
律第10条に規定されてい
る都道府県知事の火葬場
の許可及び施設の変更権
限を市町村長に付与す
る。

神奈
川県
逗子
市

地域の実
情に応じ
た火葬場
経営

0920030

給水人口
が５万人
を超える
水道事業
の認可・
指導監督
権限の県
への移譲

水道法第６条、
水道法第４６条
１項、水道法施
行令第１４条１
項

・水道法では、給水人口
が5万人を超え、河川の
流水を水源とするもの及
び河川の流水を水源とす
る水道用水供給事業者
から供給される水を水源
とするものである水道事
業は厚生労働大臣の認
可、それ以外の水道事
業は都道府県知事が認
可することとなっている。

Ｃ Ⅱ

・ 国による認可が非効率的であるとのご指摘については、そもそも都
道府県による認可・指揮監督と国の認可・指揮監督は基本的に同じも
のであるのに加え、国が行っている水道事業の認可について、①市町
村合併に伴う認可の申請等については書類を簡素化する、②軽微な
変更については認可ではなく届出とするなど、申請・届出の内容は可
能な限り簡素化、効率化をはかっている。また、「ライフライン等の危機
管理を県内で一体的に実施するために県管理とすべき」との指摘につ
いては、現行でも水道法40条に基づき、都道府県知事は、大臣認可の
水道事業であるか知事認可の水道事業であるかにかかわらず、災害
その他非常の場合に緊急応援を命ずる権限等を有している。さらに、
災害対策基本法等に基づき防災対策を実施する上でも水道法の認可
権者によって水道事業者の扱いが異なるものとはされていない。
・ なお、水道事業者の認可・指導監督の区分については、地方分権推
進委員会において、国と地方の役割分担はいかにあるべきかという観
点から議論された結果、平成8年12月の同委員会第一次勧告におい
て、「給水人口が5万人を超える水道事業で水利調整の必要があるも
の以外の水道事業の認可を都道府県知事に委譲すること」とされたこ
とを踏まえ、平成9年に水道法施行令を改正し、現行制度のとおり変更
したものである。
・ すなわち、給水人口が５万人を超え、水利調整の必要性がある水道
事業は、
① 利用者が多く、事業の形態、水源の確保、事業の合理性等の判断
について、より広域的な観点から行う必要性が高いこと
② 特に限られた水資源について、地域にとらわれず、流域全体の利
用者の間で公平に利用できるよう、公正・中立な立場から水道所管大
臣たる厚生労働大臣が水道事業者間の調整、他の水利行政（河川管
理者、水資源開発行政、利水行政）との調整及び政策調整を行う必要
があること等の理由から、厚生労働大臣の許可・指導監督が必要であ
る。

　貴省回答によれば、「地方分権推進委員
会において議論した結果を踏まえ、給水人
口が5万人を超える水道事業で水利調整の
必要があるもの以外の水道事業について
は都道府県知事の認可とすることとした」と
あるが、基準を5万人とした根拠を示された
い。
　また、給水人口が５万人を超え、水利調
整の必要性がある水道事業においては、
「より広域的な観点から行う必要性が高い
こと」、「流域全体の利用者の間で公平に
利用できるよう、公正・中立な立場から調整
を行う必要があること」等を理由に「厚生労
働大臣の認可・指導監督が必要である」と
しているが、流域が複数の県にまたがらず
単一の県のみである場合であれば、都道
府県知事による認可・指導監督で問題は生
じないと考えられるが、この点について貴
省の考えを明らかにされたい。
　併せて、右の提案主体からの意見を踏ま
え再度検討し回答されたい。

○飲用水の危機管理体制を確保するため，現在県
は，災害その他非常時の場合のみ緊急応援を命ず
る権限等有している。

○緊急時に迅速かつ適切に危機管理対応を行うた
めには，認可や立入検査等を通じ，平素から水道事
業者との連携関係の確保や各施設の状況把握をし
ておくことが必要であると考えている。

○また，地域の実情を把握している県が，事業者間
や行政機関との調整にあたることは，多くの場合，
国が対応するより，合理的であると考える。

○現在，市町村合併が大きく進展し，水道事業の広
域化が進んでいる。
　地方分権をさらに推進し，事務を効率的に処理す
るためには，水道事業に係る権限移譲を積極的に
進めるべき時期であると考える。

Ｃ Ⅱ

・　厚生労働大臣が認可を行う水道事業については、従前、①水資源開発事業、水利処分等国レベルで他の行政機
関との調整を要する事項が多いこと、②計画に際し広域的な配慮が必要であること、③高度な技術を要するものが多
いことを勘案し、5万人超とされていたところ、その見直しについて地方分権推進委員会において議論した結果、限ら
れた水資源については地域にとらわれずに流域全体の利用者間で公平に利用できるようにすることが必要であり、
水利調整に関し国として果たすべき役割があるという認識が得られ、国と都道府県の役割分担の新たなメルクマール
として、新たに水利調整の要否を加えるべきとされたものである。
・ 流域が複数の県にまたがらず単一の県のみである場合であれば、都道府県知事による認可・指導監督で問題は生
じないというご指摘及び地域の実情を把握している県が事業者間や行政機関との調整にあたることは、多くの場合、
国が対応するより合理的であるというご指摘については、有限な公物である水資源については関係する利用者間で
公平に利用することができるよう、各地域の利害にとらわれない公平、中立な立場から国が配分調整することが特に
必要である。水道事業の認可・指導監督に当たって調整を要するのは、水道事業者間のほか、国の他の水利行政
（河川管理者、水資源開発行政、利水行政）であり、国の水利行政全体の整合を考慮すべきであることから、流域が
複数の県にまたがるか否かにかかわらず、厚生労働大臣が認可・指導監督を行う必要がある。
・ すなわち、水道事業経営の基本である水源確保のための水利調整については、国の事務とされているところ、仮
に、単一の県内の水系であったとしても、水道事業に関する認可を県が実施することとした場合には、水道事業認可
の根幹部分について、水利行政に関係する国の機関との調整を含めた適切な判断に基づく認可や指導監督を行うこ
とができないばかりでなく、厚生労働省において、重複して、水道事業の計画を聴取・検討する必要が生じることとな
り、合理的・効率的な事務の実施に支障をきたすことから、適切でないと思われる。
・　緊急時の危機管理対応を行うために、平素から水道事業者との連携関係の確保や各施設の状況把握を行うこと
が必要とのご指摘については、都道府県知事は大臣認可の水道事業を含めて災害その他非常の場合に緊急応援を
命ずる権限の他、その事務を行うために必要な報告の徴収や立入検査権限を有しているところであり、その趣旨を踏
まえ平素から都道府県内の水道事業体と連携を図ることにより十分対応可能と考えている。
・　水道の広域化については、全国に1万296の水道事業者（このうち厚生労働大臣認可は407）が存在する現状
において厚生労働省としても重要課題として従前より対策を進めてきたところであり、市町村合併の機会等を通じて
水道事業の広域化が図られることは運営基盤強化等の観点から望ましいものと考えているが、現状の厚生労働
大臣による認可については、上述のとおり必要と考えている。
・　なお、事務の効率化というご指摘については、前回の回答でお示ししたとおり、国と都道府県の認可・指導
監督は基本的に同じものであるとともに、認可事務に関しできる限りの簡素化、効率化を図っていることから
都道府県に権限委譲することが事務の効率化に寄与するものとは考えていない。
・　前回の回答とあわせ、以上のことからも、給水人口が5万人を超え、水利調整の必要がある水道事業は、引き
続き、厚生労働大臣の認可・指導監督が必要である。

右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し回答された
い。

①水利調整に関して～一級河川管理者（国）
との水利調整が困難との理由は，現政令で
規定の「給水人口５万人を超える」との理由
にならない。現状５万人以下の県知事所管水
道事業においても一級河川の水利権取得に
より水道水源を有している。（県内具体例：三
次市，庄原市，府中市，神辺町，江田島市，
安芸高田市，大竹市の各水道事業）
②効率化に関して～認可・届出等の手続事
務及び立入検査等の監督事務に際し，当該
事務の所管庁の存する霞ヶ関よりも，県庁
（又は地域保健所）の方が距離が近い。水道
事業者側及び監督官庁側の双方において，
旅費や時間短縮による人件費等のトータルコ
スト削減が図られる。（コスト試算例：呉市水
道局２名が１回上京すると１泊２日で約１３万
円，同県庁では半日で約２万円）

Ｃ Ⅱ

○　水道事業経営の基本である水源確保のための水利調整については国の
事務とされているところ、水道事業の認可・指導監督についても、国が一体と
して行うことが基本と考えている。
前回回答したように、水道事業の認可については、従前、水利調整を要する
事項が多いこと等の理由により、人口（5万人超）をメルクマールとして厚生労
働大臣の認可とされていたところ、その見直しについて地方分権推進委員会
において議論した結果、水利調整について国として果たすべき役割があると
いう認識が得られ、国と都道府県の役割分担の新たなメルクマールとして、新
たに水利調整の要否を加えるべきとされたことを踏まえ、現状のとおり整理し
ているものである。
　　このような経緯から、ご指摘のように5万人以下の県知事所管水道事業に
おいても、一部、水利調整を要するものが存在しているが、その存在をもって
水利調整を要する５万人超の水道事業者についても都道府県知事の認可に
すべきという理由にはあたらないと考えている。

○　認可・届出等の手続事務及び立入検査等の監督事務に関し、距離が近
いことをもって、県認可の方がコスト削減が図られるとのご指摘については、
①認可や届出等の手続きや立入検査は、毎年、実施するようなものではない
こと、②また、近年の情報通信システムの発展により、物理的な移動を伴うこ
となく、効率的な情報交換が可能となっていること、③仮に、都道府県知事が
認可する場合、各都道府県において、個別に、高度な技術等を有する大規模
な水道事業の認可や指導監督事務を行うために水道工学や衛生工学、経営
等に関する専門的な知識・経験を有する人員を確保しなければならないこと
等から、単純な旅費等の比較をもってトータルコストの削減につながるもので
はないと考えている。

1267 12672030

○県内において，国認可
水道事業者の計画給水人
口は，８割以上を占めてい
る。
○また，市町村合併によ
り各基礎自治体の給水人
口は増加することとなり，
今後，さらに県所管の事
業は減少する見込みであ
る。
○ 国への申請・届出等の
非効率性やライフライン等
の危機管理を県内で一体
的に実施する上でも，中
堅規模以上の水道事業に
ついても，県管理とするべ
きである。

広島
県

分権ひろ
しま活性
化プラン

0920040
保健所設
置要件の
緩和等

地域保健法第５条

保健所は、都道府県、指
定都市、中核市その他
の政令で定める市又は
特別区が、これを設置す
る。

C Ⅰ

保健所は、地域保健における広域的、専門
的かつ技術的拠点として位置づけられるも
のであり、保健所の設置及び運営を円滑に
遂行できる人口規模を備えた都道府県、市
又は特別区が保健サービスを一元的に実
施することが望ましいことから、保健所の所
管区域は二次医療圏又は介護保険事業支
援計画に規定する区域とおおむね一致する
ことを原則としているものであり、基礎自治
体ごとに保健所を設置することは保健所の
業務を考えれば広域性が保たれず非効率と
なることから適当ではない。（市町村合併に
より保健所を設置することが必要な市が具
体的にある場合には、個別に保健所政令市
としての指定を検討されたい。）

右の提案主体からの意見
によると、提案主体は、基
礎自治体による保健所の
単独設置のほか、近隣の
既保健所設置自治体への
業務委託及び広域連合や
一部事務組合による共同
設置の可能化について、
要件緩和を求めており、こ
の点を踏まえて再度検討し
回答されたい。

　市町村合併の進展により，基礎自治体が広
域化したことにより，２次医療圏内の基礎自治
体の構成が大きく変化してきており，本県の
例で言えば，既保健所設置市と１市，既保健
所設置市と１市１町，未保健所設置市２市な
ど，いずれの２次医療圏においても，圏域内
の基礎自治体数が極めて少なくなっている。
　こうした状況を勘案すると，①県所管の隣接
市町分の保健所事務を県から既保健所設置
市へ委託（地方自治法第２５２条の14），②複
数の基礎自治体による保健所の共同設置な
どにより，住民の健康や安全に直接関係する
保健所事務を基礎自治体において担う方が，
行政全体での効率化が図られるものと考えら
れるため，こうした手法を可能とするような制
度改正を引き続き検討していただきたい。

C Ⅰ

保健所事務を基礎自治体において担う方が、行政全体での
効率化が図られるという貴県の意見については、前回回答
したとおり、保健所の所管区域は二次医療圏又は介護保険
事業支援計画に規定する区域とおおむね一致することを原
則としているものであり、基礎自治体ごとに保健所を設置す
ることは保健所の業務を考えれば広域性が保たれず非効
率となることから適当ではない。なお、近隣の既保健所設置
自治体への業務委託及び広域連合や一部事務組合による
共同設置については、既保健所設置自治体以外の基礎自
治体において、地域の健康危機に対処するための体制が
首長から一元的なものとして整備されなくなり、住民の生命
や健康を守る上で問題がある。

右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し回答された
い。

　本県の提案は，２次医療圏単位で一定規
模の人口集積がある２から３程度の基礎自
治体がまとまり，広域連合や一部事務組合
による共同設置や，県所管の隣接市町分の
保健所事務を県から既保健所設置市へ委託
（地方自治法第252条の14）することを想定し
ているものであり，現行の保健所制度の趣旨
を十分踏まえたものと考えており，引き続き
御検討いただきたい。
　なお，地方自治法上は，すべての事務を一
人の首長のもとで一元的にサービス提供す
ることのみを想定しているのではなく，必要に
応じて共同処理や事務委託などの手法がと
れるよう制度化されており，こうした地方自治
法の趣旨も踏まえ，市町村合併等の状況変
化に対応しうる柔軟な制度について，今後と
も御検討いただきたい。

C Ⅰ

現行の保健所制度の趣旨を十分踏まえたものと
いうことであるが、前回回答したとおり、近隣の
既保健所設置自治体への業務委託及び広域連
合や一部事務組合による共同設置については、
地域の健康危機に対処するための体制が首長
から保健所への一元的なものとして整備されなく
なり、住民の生命や健康を守る上で問題があ
る。

1267 12672050

基礎自治体が保健所を設
置する場合の設置要件を
緩和すること，及び広域連
合，一部事務組合による
共同設置や県から既保健
所設置市への委託を可能
とすること

広島
県

分権ひろ
しま活性
化プラン
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 09　厚生労働省（地域再生　非予算）

管理
コード

支援措置
に係る提
案事項

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置の
内容 措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プロ
ジェク
ト管理
番号

支援措置
提案事項
管理番号

支援措置に係る提案事
項の内容

提案
主体
名

プロジェ
クトの名
称

0920050

国民年金
保険料徴
収権の移
管

国民年金法第
87条、第92条、
第96条

政府は、国民年金事業
に要する費用に充てるた
め、保険料を徴収するこ
ととされており、社会保
険庁長官は、被保険者
に対する毎年度の保険
料の通知等を行うととも
に、滞納者に対する督
促、滞納処分を行う。

C Ⅰ

・　国民年金保険料の収納について、社会
保険庁においては、市町村から提供いただ
く所得情報を活用した強制徴収の実施を強
化するとともに、納付督励業務等の民間委
託を拡大することとしている。さらに、被保険
者の利便性の確保や保険料納付の促進の
ためには、市町村との連携が重要と考えて
おり、加入・納付促進における連携の方法
について検討していきたい。

・　なお、内閣官房長官の下に置かれた社
会保険庁の在り方に関する有識者会議の
「社会保険庁改革の在り方について（最終と
りまとめ）」（平成17年5月31日）において、公
的年金については、年金事業に特化した組
織とした上で、徴収をはじめとする業務全般
について、政府が直接に関与し、明確かつ
十全に運営責任を果たす体制を確立するこ
とが必要とされており、徴収権限自体を移管
することは難しいと考えている。

　貴省回答によると「市町村との連
携の方法について検討」するとのこ
とであるが、どのような方法につい
て検討するのか、また検討のスケ
ジュールについて具体的に示された
い。
さらに、社会保険庁の在り方に関す
る有識者会議において、「公的年金
については、年金事業に特化した組
織とした上で、徴収をはじめとする
業務全般について、政府が直接に
関与し、明確かつ十全に運営責任
を果たす体制を確立することが必
要」と判断したとあるが、これは、
「国から民間へ」との観点のみなら
ず「国から地方へ」の観点でも検討
した結果と解してよいか。
　また、右の提案主体からの意見を
踏まえ、再度検討し回答されたい。

社会保険庁では、市町村からの提供される所得情
報を活用した強制徴収の実施の強化及び納付督励
業務等の民間委託の拡大を対応策としている。しか
し、国民年金保険料徴収権が市に移管された場合
には、所得情報の提供に係る事務のコストが削減で
きることになること及び民間による単なる納付督励よ
りも、市による強制徴収を背景にした納付督励の方
が効果的であることは明らかである。また、社会保
険事務所のように、複数の地方公共団体を単位とし
て設置される事務所は、徴収業務の細部にわたる
処理等が困難であることから、市単位によるきめ細
かな処理とともに、市税との徴収一元化を図ることに
よりさらに納付率の向上が期待でき、事務コストも削
減できることになる。なお、本市の個人市民税現年
度課税分の徴収率及び国民年金保険料納付率は
別紙のとおりである。

C I

・　市町村においては、現在、資格取得届の受理等の法定受託事務のほか、周知広報
などを協力いただいている。今後、国民年金業務と国民健康保険業務との間で被保険
者情報を相互に提供し、資格取得の適正化を図るとともに、併せて適用・納付促進に
おける連携についても検討し、可能なものから順次実施していく。また、希望する市町
村において国民年金保険料の収納を行うことについてどのような方法があるか関係省
庁とも協議していくこととしている。
・　社会保険庁の在り方に関する有識者会議においては、公的年金の運営主体の検
討について、あらゆる議論を例外とせず幅広い検討を進めることとされ、徴収業務を市
町村に再び委ねることについても、国へ移管した経緯と市町村における体制縮小の現
状、全国民による支え合いの仕組みである国民年金と、市町村が保険者である地域
保険との関係等の論点を示し、御議論いただいた上で、最終とりまとめのとおりまとめ
られたものである。
・　国民年金保険料の強制徴収については、今年度は全国１０万人規模と拡大し、市
町村からの所得情報の提供の磁気媒体化により相互の事務の効率化を進め、納付督
励業務の外部委託の拡大等により、将来的には、年間６０万人規模で実施できる体制
を整備することとしている。また、外部委託による納付督励における納付拒否者を国に
よる強制徴収の手続につなげるといった効果的な仕組みを構築していく。
・　なお、市町村において、住民税と一体で徴収を行うことについて、住民税は給与か
ら特別徴収されているものの国民年金は滞納となっている者がいるなど申告納税者層
と国民年金被保険者層は一致していないこと、また、被保険者層が重なる国民健康保
険についても、国民健康保険料を納めているにも関わらず国民年金保険料は納めて
いない者が相当数存在しており、これらの者に対する納付督励や滞納処分の事務コス
トは別途生じるものと考えられる。

国民年金保険料の
徴収率を向上させる
ことが大命題であれ
ば、市町村による徴
収についても検討に
値するものと思われ
る。
また、右の提案主体
からの意見も踏ま
え、再度検討し回答
されたい。

厚生労働省の回答に「住民税は給与から特別徴収さ
れているものの国民年金は滞納となっている者がいる
など申告納税者層と国民年金被保険者層は一致して
いないこと」との指摘があるが、住民税を特別徴収さ
れている者は、会社員や公務員等であり、一般的に国
民年金の被保険者ではなく厚生年金の被保険者や国
家公務員共済組合や地方公務員共済組合の組合員
である。したがって、住民税の特別徴収対象者であっ
て、国民年金被保険者でもあるというケースはそれほ
ど多いものではないことから、納付督励や滞納処分の
事務コストは別途生じるものの、それほど負担になる
ものと考えられない。また、「国民健康保険と国民年金
は被保険者層が重なるが、国民健康保険料を納めて
いるにも関わらず国民年金保険料は納めていない者
が相当数存在しており」と回答しているが、このこと
は、市区町村が徴収している国民健康保険料の徴収
率の方が、国民年金保険料の徴収率より高いというこ
とを指摘するものである。本市の場合、国民健康保険
料の徴収率より市税の徴収率がさらに高いものとなっ
ており、このことから、国民年金保険料の徴収率を向
上させるため、市税との徴収の一元化について提案し
たものである。なお、社会保険事務所による国民年金
保険料徴収コストと本市の市税徴収コストの合算額
と、提案した市税との徴収一元化によるコストとを比較
した場合、提案方式の方がより効率的であることはい
うまでもない。

C I

・　滞納処分を含めた徴収権限自体を移管することは
困難であるが、希望する市町村において保険料収納を
行うことについて、低コストでかつ事業目標に対する進
捗管理ができるような仕組みであることを前提に、法令
上の整理等どのような方法があるか関係省庁とも協議
していきたい。
・ 　なお、国民年金第1号被保険者の就業状況をみる
と、常用雇用及び臨時・パートの割合が３１．６％、無職
が３４．７％となっており、申告納税者層と重ならない者
の割合が高く、市税の徴収においては徴収コストが生じ
ていなかった層に対する納付督励等のコストが必要に
なるものと考えている。

1067 10671010

国民年金保険料の徴収権
限を市町村長に移管する
ことにより、保険料の徴収
率を向上させる。

神奈
川県
逗子
市

国民年金
保険料の
徴収権の
移管

0920060

民生委
員・児童
委員の任
命権限の
基礎自治
体への移
譲

民生委員法第５
条
児童福祉法第１
６条

　民生委員法第５条において、民
生委員の選出方法は、市町村に
設置された民生委員推薦会が推
薦した者について、都道府県に設
置された社会福祉法第７条第１項
に規定する地方社会福祉審議会
の意見を聴き、都道府県知事の
推薦によって、厚生労働大臣が
委嘱することとされている。
　また、児童福祉法第１６条にお
いて、民生委員は児童委員に充
てられることとされている。

C I

民生委員には、地域福祉の推進のために無
報酬で多大な貢献をいただいている。その
活動には、福祉行政の最高責任者である厚
生労働大臣から委嘱されることによる使命
感と責任感が重要な役割を果たしており、
職務の重要性の自覚と士気の向上が図ら
れていると考えることから、民生委員の委嘱
については、厚生労働大臣が行うことが適
当である。

右の提案主体からの意見
を踏まえ、再度検討し回答
されたい。

厚生労働省の意見にある「厚生労働大臣の
委嘱であるから職務の重要性の自覚と士気
の向上が図られている」という考えは，民生・
児童委員の基本精神である「自主性」と「奉仕
性」を否定するものであると考える。市町村と
住民のパイプ役としての性格を考えると，当
事者である市町村長からの委嘱による方が，
より職務に対する責任感が増すと考える。

C I

民生委員の委嘱については、厚生労働大臣が委嘱すること
により、その職務が国家的にも重要であることを、民生委員
だけでなく、社会一般の人々も認識し、ひいては民生委員
自身の自覚と社会の理解、信頼を得て、民生委員活動の
活発化とその成果があがることを期待しているものである。

右の提案主体からの
意見を踏まえ、再度
検討し回答された
い。

厚生労働大臣が委嘱することによ
るステータスについては，当事者
である民生児童委員協議会の意
見も尊重する必要があると思われ
るが，再度，民生・児童委員の基
本精神と地方分権改革の視点か
らのご回答を願いたい。

Ｃ Ｉ

民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住
民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助
を行い、もって社会福祉の増進に努めることをそ
の職務の基本理念としている。厚生労働大臣が
委嘱することにより、この基本理念を自覚して、
民生委員が責任をもって職務を遂行することを
期待しているものである。

1267 12672040

○住民との相談窓口とし
て重要な役割を果たす民
生委員・児童委員につい
て、委嘱から指揮監督に
至るまで基礎自治体の権
限において一体的に行う
ことがより効果的である。

広島
県

分権ひろ
しま活性
化プラン

0920070

放課後セ
カンドハ
ウスの設
置

児童福祉法（昭和二十二
年十二月十二日法律第
百六十四号）
第六条の二　第十二項
第三十四条の七
児童福祉施設最低基準
（昭和２３年厚生省令第
六十三号）第三十八条
放課後児童健全育成事
業の実施について（平成
１０年４月９日付　厚生省
児童家庭局長通知）
放課後児童健全育成事
業の実施について（平成
１０年４月９日付　厚生省
児童家庭局長育成環境
課長通知）

　児童福祉法では、放課後児童健全育成事
業とは、小学校に就学しているおおむね十歳
未満の児童であつて、その保護者が労働等
により昼間家庭にいないものに、政令で定め
る基準に従い、授業の終了後に児童厚生施
設等の施設を利用して適切な遊び及び生活
の場を与えて、その健全な育成を図る事業を
いうとされており、同事業と目的を異にするス
ポーツクラブや塾等、その公共性に欠けるも
のについてはそもそも放課後児童健全育成
事業の対象とならない。
　そして、同法では、同事業の実施主体を
「市町村、社会福祉法人その他の者」として
おり、私人、法人または権利能力なき社団で
も事業を行うことはできる。ただし、「放課後
児童健全育成事業の実施について」（平成１
０年４月９日付　厚生省児童家庭局長通知）
において、政治的又は宗教上の組織に属す
るものは事業の実施主体たり得ないとしてい
る。
　また、放課後児童指導員については、法令
上その資格について特に定めはなく、「放課
後児童健全育成事業の実施について」（平成
１０年４月９日付　厚生省児童家庭局長育成
環境課長通知）において、「児童福祉施設最
低基準（昭和２３年厚生省令第六十三号）第
三十八条に規定する児童の遊びを指導する
者の資格を有する者が望ましとされているに
すぎない。さらに、その研修についても同通
知によって、基本的には各事業の実施主体
にゆだねられている。

Ｄ－１

　保護者が労働等により昼間家庭にいない
小学校に就学しているおおむね十歳未満の
児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及
び生活の場を与えて、その健全な育成を図
るという放課後児童健全育成事業の目的と
合致していれば、民間企業の実施等も現行
制度で対応可能である。なお、事業を開始し
た際には、社会福祉法第六十九条第一項に
より、事業開始の日から一月以内に、経営
者の名称等を都道府県知事に届け出をする
義務がある
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安心して母親が働ける環境作
りと子供達の健全な地域での
育成のために、放課後セカン
ドハウス設立を目指します。
放課後セカンドハウスでは外
国語（英語その他の言語）に
よる生活指導を目的とし、施
設の指導員にも外国人を積極
的に登用し、他の学童施設で
は得られない国際色豊かな人
間教育を目指します。学校現
場では限られた時間内での語
学教育が、生活の場での必須
言語となり、多くの児童が驚く
ほどに吸収力を高め、語学の
へ興味のみならず海外へ目を
向けることにより、グローバル
な視点を備えた人材育成につ
ながっていきます。

株式
会社
ダブ
リュ
ファイ
ブ・ス
タッフ
サービ
ス

子育て支
援及び開
放型知育
保育(現
計画）
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ＬＳＡ（生
活援助
員）の配
置基準の
拡充

介護予防・地域
支え合い事業
実施要綱

高齢者住宅等安心確保
事業として、
①高齢者住宅等安心確
保計画の策定
②高齢者住宅等安心確
保連絡協議会の設置
③生活援助員の派遣
について国庫補助の対
象としている。③生活援
助員の派遣については、
①の計画に基づき、高齢
者世話付住宅（シルバー
ハウジング）や高齢者向
け優良賃貸住宅及び高
齢者円滑入居住宅（登録
住宅）等を対象としてい
る。

Ｃ Ⅳ

○当該事業は、専ら高齢者が居住する公的
位置付けのある集合住宅を対象としている
ところである。災害復興住宅については、入
居者が高齢者に限定されるものではないと
認識しており、災害復興住宅であることを
もって、生活援助員の派遣を国庫補助の対
象にすることについては、困難である。

貴省回答にある「専ら高齢
者が居住する公的位置付
けのある集合住宅」とは何
か、具体的に示されたい。
また生活援助員を派遣す
ることができる対象を「高
齢者世話付住宅（シル
バーハウジング）や高齢者
向け優良賃貸住宅及び高
齢者円滑入居住宅（登録
住宅）等」に限定している
理由について明らかにされ
たい。
また、右の提案主体からの
意見も踏まえ再度検討し
回答されたい。

○ＬＳＡ（生活援助員）の配置は、国の補助要綱（介護予防・
地域支え合い事業実施要綱）上、①シルバーハウジング、②
高齢者向け優良賃貸住宅、③高齢者円滑入居賃貸住宅（登
録住宅）等を対象住宅とするとされている。
○厚生労働省の回答は、当該事業は、専ら高齢者が居住す
る公的位置付けのある集合住宅を対象としており、復興住宅
については、入居者が高齢者に限定されるものではないた
め、対応できないとのことである。
○しかし、復興住宅については、専ら高齢者が居住する位置
付けではないが、①高齢者の入居を優先させたこと、②高齢
化率も約45%と要綱の３番目の類型である高齢者円滑入居賃
貸住宅（登録住宅）よりも高いこと、③震災の影響によるうつ
病、PTSDやアルコール依存等、要綱上のどの住宅よりも見
守りの必要性が高いと考えられることなどから、復興住宅を
要綱上の「等」で読んでいただきたい。（※県が平成15年に
行った神戸市内の登録住宅の高齢化率調査では約36％）
○なお、本提案が対応できない場合については、要綱上の
「等」は何を想定されているのか具体的にご教示いただきた
い。

Ｃ Ⅳ

○　「専ら高齢者が居住する公的位置付けのある集合住宅」とは、高齢者世話付住宅
（シルバーハウジング）、高齢者向け優良賃貸住宅や高齢者円滑入居住宅（登録住
宅）である。
登録住宅については、「高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６
号）」において、高齢者の円滑な入居を促進するための賃貸住宅として位置付けられ、
平成１４年度から補助事業の対象としているところである。
また、登録住宅については、高齢者以外の入居も可能であるが、当該事業の生活援
助員の派遣対象としては、専ら高齢者が居住する登録住宅を想定している。
なお、高齢者向け優良賃貸住宅についても、同法において、良好な居住環境を備えた
高齢者向けの賃貸住宅として位置付けられている。
○　当該事業の生活援助員の派遣については、高齢者住宅施策に基づき整備されて
いる高齢者住宅に入居する高齢者の安心を確保することを目的としており、高齢者住
宅施策に基づく住宅に対象を限定しているものである。
○　なお、「等」については、個別具体的に判断されるものであり、一律に内容をお示し
することは困難である。

貴省回答によると、「「等」に
ついては、個別具体的に判
断されるものであり、一律に
内容をお示しすることは困
難」とあるが、生活援助員の
派遣対象として列挙されて
いる住宅以外で、個別具体
的な判断の結果対象となっ
た住宅はあるのか、あるの
であれば具体的に列挙され
たい。また、「等」には高齢
者住宅施策に基づく住宅以
外の住宅は含まれないの
か、明らかにされたい。
併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ再度検討し
回答されたい。

①当該事業の対象は、「専ら高齢者が居住する公的位置付
けのある集合住宅」と整理されているが、「高齢者円滑入居
住宅（登録住宅）」については、高齢者であることを理由に入
居を断らない旨登録した賃貸住宅であり、実際には若年層
の方が多く入居している。また、構造についても、バリアフ
リーや緊急通報装置の設置等も要件としていないなど、他
の高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）、高齢者向け
優良賃貸住宅とは一線を画するものと考える。
②そこで、
○登録住宅の生活援助員の派遣対象として、「専ら高齢者
が入居する登録住宅」を想定しているとされているが、それ
はシルバーハウジング、高齢者向け優良賃貸住宅と同等の
高齢化率（90％程度）の住宅を想定しているのかどうか、高
齢化率の基準についてご教示ください。
○また、当該基準に基づく、これまでの全国での登録住宅
への派遣実績及びその高齢化率もあわせてご教示くださ
い。

③災害復興住宅は確かに、「専ら高齢者が居住する公的位
置付けのある集合住宅」ではないが、実態として、高齢化率
は４５％と約半分が高齢者であり、うつ病やアルコール依存
症の方も多く、また本来の地域見守り体制としての自治会
活動は停滞し、民生委員のなり手さえない住宅があるなど、
よほど見守りの必要度が高い入居者が多いと考える。
④個別具体的に「等」を判断するというご回答であるが、兵
庫県のように大規模に整備された復興住宅の状況は、本県
特有の事情であり、本県の実態を十分に踏まえて、本県の
災害復興住宅について「運用」レベルとして対応いただきた
いと考えるが、②の基準に照らした場合、本県の災害復興
住宅への生活援助員派遣の適否について、ご教示くださ
い。

Ｃ Ⅳ

　前回も回答したとおり、生活援助員の派遣事業は、高齢者世話
付住宅（シルバーハウジング）、高齢者向け優良賃貸住宅及び
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に法律上位置づけら
れている高齢者円滑入居住宅である。
　なお、生活援助員の派遣対象となる登録住宅としては、シル
バーハウジングや高齢者向け優良賃貸住宅と同等の高齢化率
の住宅を想定しているが、登録住宅への派遣実績は、ないもの
と認識している。
　また、「等」の運用により生活援助員の派遣を補助の対象とし
た事例は、現在認識している範囲では確認しておらず、現段階に
おいて対象として具体的に想定しているものはない。
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○ＬＳＡ（生活援助員）については、
国の要綱（介護予防・地域支え合
い事業実施要綱）で、①シルバー
ハウジング、②高齢者向け優良賃
貸住宅、③高齢者円滑入居賃貸住
宅（登録住宅）等が派遣の対象住
宅とされている。
○本県は、阪神・淡路大震災後大
量のシルバーハウジングが供給さ
れ、ＬＳＡ数も全県で123人（H17.4.1
現在）と全国でも最大の規模であ
り、本資源を有効活用してシル
バーハウジング以外の高齢化率が
高い災害復興公営住宅にもＬＳＡを
派遣できるよう制度の弾力的な運
用を求める。
○なお、本提案が受け入れられな
い場合については、要綱でいう
「等」とは具体的などのような住宅
を想定しているのか示されたい。
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